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東 自 旅 一 第１５８号 

令 和 ８ 年 ７ 月 ３ 日 

     

 

  管内各運輸支局長 殿 

 

 

自 動 車 交 通 部 長  

                                               （ 公 印 省 略 ） 

 

 

「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」（公表）を踏まえた 

対策の実施について（法令遵守の徹底、レンタカー貸渡の際の運転者の確認等）

（通知） 

 

 

標記について、令和８年６月３０日付け国総モ第２３号の２により、総合政策局モ

ビリティサービス推進課長から別添のとおり通知があったので了知するとともに、関

係事業者に対し周知徹底を図られますようお願いします。 

 

 



国総モ第 23 号の２ 

令和８年６月 30 日 

 

 

各地方運輸局自動車交通部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

総合政策局 

モビリティサービス推進課長 

（公印省略） 

 

「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」（公表）を踏まえた 

対策の実施について（法令遵守の徹底、レンタカー貸渡の際の運転者の確認等） 

（通知） 

 

 

標記について、別紙のとおり関係団体あて通知したので、貴局においても、管内

関係事業者に対し周知徹底を図られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国 総 モ 第 2 3 号 

  令和８年６月 30 日 

一般社団法人 全国レンタカー協会 会長 殿 

 

国土交通省総合政策局 

モビリティサービス推進課長 

（公印省略） 

 

「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」（公表）を踏まえた 

対策の実施について（法令遵守の徹底、レンタカー貸渡の際の運転者の確認等） 

（通知） 

 

 

５月６日(水)、福島県郡山市の磐越自動車道上り線において、貸切バス事業者の関

与するレンタカーのマイクロバスが、部活動に参加している高校生を乗せて走行中、

ガードレールに衝突し、当該バスに乗車していた高校生１名が死亡、２６名が負傷す

るという誠に痛ましい事故が発生しました。 

この事故を踏まえ、文部科学省と国土交通省は「学校教育等に関する移動の安全確

保に向けた連絡会議」を設置し、関係者のヒアリング等を経て、添付資料１「学校教

育等に関する移動の安全確保のための対策」をとりまとめるとともに、添付資料２の

とおり文部科学省から各都道府県等あて通知されたところです。 

貴法人におかれましては、日頃より、運転者の手配を行わないことを含む関係法令

の遵守により適正な事業の遂行及び輸送の安全確保に努めていただいているところ

ですが、類似事案の再発防止に万全を期す観点から、改めて関係法令を遵守すること

はもとより、各添付資料及び下記の事項について周知及び実施を図られますようお願

いします。 

また、今後、学校の設置者（各都道府県や市区町村の教育委員会等）においては、

本対策に基づき、設置する学校に対する適切な管理運営を行うとともに、各学校にお

いて具体的な取組が実施されることとなることから、その旨、貴法人の傘下会員に周

知いただくとともに、各学校におけるこれらの取組の実施にご協力を賜りますようお

願いします。 

 

 

記 

 
１．借受人に対する貸渡約款の明示、貸渡簿の備付け・記録・保存、借受人への貸渡

証の交付、運転者への貸渡証の携行の指示など、道路運送法等に規定する遵守事項

を徹底すること。 
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２．申込及び貸渡時に、次の事項を行うこと。 

（１）借受人に対し、実際に運転する可能性のある全ての運転者の氏名を申込様

式に記入するよう改めて周知し、申込みの受付や貸渡しに際し「申込様式

に記入された運転者以外の者が運転する可能性がないか」について適切な

方法により確認すること（法人、団体等とレンタカー事業者の間の契約に

基づき別途定めがある場合を除く）。 

（２）マイクロバスの貸渡を行う場合には、運行区間又は行先のほか、利用人数、

使用目的を確認すること。 

（３）レンタカー事業者には、借受人に対し、事務所での掲示、ウェブサイト掲

載、書面やメールでの提示などの方法により貸渡約款を明示することを義

務付けているところであるが、特に以下の事項を、各社が定める貸渡約款

等に沿って借受人に伝達すること。 

① レンタカーの所定の用途以外での使用、レンタカーの転貸、貸渡証に記

載された運転者及びレンタカー事業者の承諾を得た者以外の者による運

転は、貸渡約款において禁止事項とされていること。 

② 運転者の追加など借受条件に変更がある場合はあらかじめレンタカー事

業者の承諾を受ける必要があること。 

③ 借受人が貸渡約款の禁止事項を行うなど保険約款又は補償制度の免責事

由に該当する場合には、レンタカー事業者の締結した保険や補償が支払

われない可能性があること。 

（４）レンタカーの引取に来た者が借受人以外の者である場合には、引取に来た

者と借受人との関係性（家族、勤務先、契約先等の代理であるなど）を確

認し、必要な場合にはそれを裏付ける書面や情報の提示等を求めること。

また、レンタカーの引取に来た者に対し、貸渡証を借受人へ渡し、借受人

が運転者に対しその携行を指示する必要がある旨を伝達すること。特に、

顧客との間で長期的な協力関係にある場合、「貸渡人を自動車の使用者と

して行う自家用自動車の貸渡し（レンタカー）の取扱いについて」（平成 7

年 6 月 13 日自旅第 138 号）に基づき事務所ごとに設置する責任者が定期

的に確認を行うこと。 

 

３．上記２の事項について、利用者の利便性や事業者の円滑な業務実施を損なうこと

なく適切に実施が図られるよう、貸渡申込書の様式の必要な見直しやウェブサイ

ト等での案内を適切に行うこと。 

 

以上 
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https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1418753_00009.html 



 

2 
 

 
 
  
  
 

 
  
 3

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
3  29

 
12

 



 

3 
 

 
 
 

 
 
 

19
 

 

 

 

25 4  
5

 
 
 6

19

 
 
 11

7  
 
 

 
4  https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000011.html 
5  

 
6  

NPO 
 

7  https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/seido.pdf  
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８文科教第６８１号 
令和８年６月３０日 

各 都 道 府 県 知 事  
各都道府県教育委 員会教育長 
各指定都市教育委 員会教育長 
附属学校を置く各国公立大学法人の長   殿 
各文部科学大臣所轄学校法人の長 
構造改革特別区域法第１２条第１項 
の認定を受けた各地方公共団体の長 
 

文部科学省総合教育政策局長 
塩 見 み づ 枝 

スポーツ庁次長 
浅 野  敦 行 

文化庁次長 
日 向  信 和 

文部科学省初等中等教育局長  
望 月   禎  

文部科学省高等教育局長 
合 田   哲 雄 

 
 

「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」のとりまとめについて（通知） 
 
 

学校教育等に関する安全確保については、これまでも適切な対応を依頼してきたところです

が、令和８年５月、部活動の遠征のための移動中に生徒に死傷者が出る重大な事故が発生しま

した。子供たちの安全確保が何より重要であり、このような痛ましい重大な事故を二度と発生

させることのないよう、学校教育等における移動に当たっては、各関係者が連携して、事故防

止等に取り組む必要があります。 
このため、同月 19 日には、国土交通省と連携して、部活動の遠征等における安全確保につ

いて通知（以下、「５月 19 日通知」という。）を発出しました。 
加えて、更なる安全確保に向けて、同月 21 日に、文部科学省と国土交通省は「学校教育等

に関する移動の安全確保に向けた連絡会議」を設置し、関係者のヒアリング等も実施しながら、

実効性のある安全対策について検討を行ってきました。 
今般、同連絡会議における検討を踏まえ、両省は 「学校教育等に関する移動の安全確保のた

めの対策」をとりまとめましたので、通知します。 
本対策においては、学校教育等における自動車による移動時の安全確保について、（１）ガ

バナンスの徹底、（２）適切な事業者選定と契約の透明化・文書化、 （３）レンタカーでの契約

の在り方、 （４）自家用自動車 ・レンタカー利用の際における「安全管理チェックシート」の活

本年５月のバスによる移動中の死傷事故を受け、文部科学省と国土交通省において、学校教育等に関

する移動の安全確保のための対策をとりまとめましたので、通知します。今回のような痛ましい事故

が二度と発生することのないよう、対応の徹底をお願いします。 
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用、（５）運転者の手配の在り方、（６）教職員等の同乗について、（７）安全意識の啓発・研修

等の７項目にわたり、実効性のある対策をお示ししています。 
学校教育等における安全の確保については、国公私立学校を問わず対応いただくことが必要

です。学校教育等における移動に当たっては、５月 19 日通知に加え、本対策の内容を十分に

踏まえ、児童生徒の安全が確保されるよう、対応の徹底をお願いします。 
各都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対

して、各都道府県知事にあっては所轄の学校及び学校法人に対して、各国公立大学法人の長に

あっては設置する附属学校に対して、各文部科学大臣所轄学校法人の長にあっては設置する学

校に対して、株式会社立学校を認定した地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して周

知いただきますとともに、適切な対応がなされるよう、特段の御配慮をお願いします。 
 
 
【添付資料】 
資料１ 「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」（令和８年６月 30 日 文部科学

省・国土交通省） 
資料２ 「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策 フローチャート・Q＆A （学校用）」 

 
【参考資料】 
・「部活動の遠征等における安全確保について（通知）」（令和８年５月 19 日付け 8 ス地ス第 8 号）  

 

＜本件担当＞ 
文部科学省：電話 03-5253-4111（代表）  
○「学校教育等に関する移動の安全確保に向けた連絡会議」について  

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 （内線 2966） 
○運動部活動について  
スポーツ庁地域スポーツ課（内線 3953） 

○文化部活動について  
文化庁参事官（芸術文化担当）付（内線 2832） 

○修学旅行等について 
文部科学省初等中等教育局児童生徒課（内線 2389） 

○私立学校制度について 
 文部科学省高等教育局私学部私学行政課（内線 2531） 


